
別紙

国　税 都道府県税 市　税　等

税務署発行の未納税額のない証明
（その３の３（「法人税」及び「消費税及地方消費税」）

法人都道府県民税、法人事業税、個人事業税ほか都
道府県税について未納税額のない証明
（「全ての県税に未納がないこと」の納税証明書も可）

市税等について未納税額のない証明
（※２）

国　税 都道府県税 市　税　等

宮城県の税務署（※１） 宮城県の県税事務所 岩沼市市民・税務課

※１　本社（申込者）が宮城県外の場合については、所在地を管轄する税務署より取得願います。

※２　事業実施事業所が岩沼市所在の場合にのみ必要となります。

必要な納税証明書

【必要な納税証明書等及び発行官公署一覧】

発行官公署一覧


